
一
九
九
三
年
（
平
五
）

商
法
改
正
の
動
態
的
研
究

池
島
　
宏
幸

　
目
次

は
じ
め
に
一
現
代
商
法
1
1
企
業
法
改
正
の
一
動
向
を
求
め
て
1

一
　
一
九
几
三
年
（
．
平
五
）
改
正
の
三
つ
の
柱

二
　
株
主
権
強
化
の
改
善
策
の
改
正

三
　
株
式
会
社
の
監
督
機
能
の
強
化
を
目
的
と
す
る
改
正
－
監
査
役
制
度
関
連
項
目

四
　
社
債
法
制
の
全
面
的
見
直
し
改
正

五
　
今
九
四
年
（
．
平
六
）
以
降
の
改
正
の
課
題

ま
と
め
に
か
え
て
　
　
世
紀
末
に
成
立
の
商
法
は
P

は
じ
め
に

現
代
商
法
1
1
企
業
法
改
正
の
一
動
向
を
求
め
て

　
前
回
の
一
九
九
〇
年
（
平
二
）
改
正
で
は
、
大
小
会
社
区
分
立
法
を
中
心
と
す
る
次
の
①
、

和
の
両
面
で
の
「
合
理
化
」
の
展
望
を
目
指
し
た
改
正
が
な
さ
れ
た
。

②
の
二
大
目
標
の
下
に
、
法
規
制
と
緩
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す
な
わ
ち
、
戦
前
一
九
三
八
年
（
昭
］
三
）
大
改
正
以
来
、
戦
後
の
連
続
改
正
の
折
り
に
も
積
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
①
「
株
式
会
社

の
最
低
資
本
金
の
法
定
」
で
、
一
六
八
条
ノ
四
の
新
設
に
よ
り
、
日
本
株
式
会
社
の
経
済
政
策
的
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
↓
ス
ケ
ー
ル
・
ア

ッ
プ
化
へ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
②
発
起
人
一
人
設
立
（
新
一
六
五
条
　
　
大
会
社
の
子
会
社
・
関
係
会
社
の
設
立
の
容
易
化
と
同
時

に
、
小
企
業
の
「
法
人
成
り
」
を
も
簡
易
化
へ
）
を
基
本
と
す
る
、
前
回
九
〇
年
改
正
法
に
よ
り
、
二
一
世
紀
の
株
式
会
社
立
法
を
準

備
す
る
「
企
業
管
理
政
策
立
法
」
の
展
開
を
準
備
し
た
。

　
そ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
、
今
後
の
新
展
開
の
基
礎
と
な
る
「
枠
組
み
を
創
設
」
し
て
い
る
九
〇
年
（
平
二
）
改
正
は
、
大
小
会
社

区
分
立
法
の
二
一
世
紀
「
国
策
的
会
社
　
　
大
規
模
グ
ル
ー
プ
会
社
化
　
　
日
本
的
系
列
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
を
目
指
す
ス
タ
ー
ト
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
＞

正
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
、
前
稿
で
述
べ
て
お
い
た
。

　
右
の
前
述
九
〇
年
改
正
の
論
稿
で
は
、
同
歯
正
法
の
一
つ
の
動
向
を
、
動
態
的
に
か
つ
集
約
的
に
、
同
研
究
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
、
以
下
の
注
記
に
同
一
九
九
〇
年
（
平
二
）
改
正
法
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
法
技
術
的
側
面
で
若
干
の
補
足
的
補
充
を
し
て
置
く
。

　
本
稿
で
も
、
筆
者
と
し
て
は
、
連
続
的
に
商
法
・
企
業
法
・
経
済
法
の
改
正
を
追
い
求
め
て
き
た
関
係
か
ら
、
改
正
立
法
の
一
つ
の

「
動
向
」
を
動
態
的
に
か
つ
集
約
的
に
、
た
と
え
ば
、
直
接
の
立
法
担
当
者
・
法
制
審
議
会
・
法
務
省
の
目
標
的
企
図
と
法
・
法
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
＞

と
は
、
別
個
独
立
的
と
思
わ
れ
る
客
観
的
な
、
現
代
企
業
法
が
、
「
歴
史
的
役
割
を
果
た
す
機
能
」
と
、
そ
の
方
向
性
を
求
め
て
模
索
し

て
き
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
議
会
で
の
改
正
立
法
例
の
よ
う
に
、
広
義
の
「
ロ
ビ
イ
ン
グ
」
（
い
。
ぴ
9
ぎ
ひ
q
）
研
究
に
も
示
唆
を

受
け
て
）
。
本
稿
も
、
前
壁
正
法
検
討
に
つ
づ
い
て
、
今
回
の
一
九
九
三
年
（
平
五
）
改
正
法
に
対
す
る
同
一
の
趣
旨
の
意
図
を
も
っ
て

の
検
討
を
、
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
∀
　
池
島
宏
幸
⊃
九
九
〇
年
（
平
二
）
『
商
法
等
改
正
法
』
の
動
態
的
研
究
」
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
四
三
号
（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
部
創
設
二
五
周
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一九九三年（平五）商法改正の動態的研究

　
　
年
記
念
論
集
）
九
七
頁
以
下
。

（
2
）
　
一
九
九
〇
年
（
平
二
）
改
正
法
の
主
要
な
改
正
点
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
ω
最
低
資
本
金
制
の
導
入
と
も
関
連
し
て
、
会
社
設
立
手
続
の
「
合
理
化
」
。

　
　
　
株
式
会
社
設
立
の
発
起
入
数
を
七
入
以
上
と
し
て
い
た
規
制
の
廃
止
に
よ
る
コ
人
設
立
」
の
導
入
と
関
連
し
て
、

　
　
　
①
発
起
設
立
で
の
検
査
役
の
調
査
廃
止
。
と
と
も
に
、

　
　
　
②
変
態
設
立
事
項
の
検
査
役
の
調
査
で
の
特
例
規
定
な
ど
、
同
手
続
規
制
の
緩
和
。

　
　
　
③
発
起
設
立
に
も
払
込
取
扱
機
関
に
よ
る
描
資
金
払
込
の
強
制
。

　
　
　
④
事
後
設
立
に
も
検
査
役
の
調
査
の
導
入
な
ど
。

　
　
　
そ
の
規
制
緩
和
に
よ
る
弊
害
予
防
と
、
規
制
と
の
不
均
衡
へ
の
配
慮
（
歯
止
め
）
規
定
設
置
。

　
　
②
株
式
・
株
券
関
連
事
項
の
「
合
理
化
」
。

　
　
　
①
優
先
株
式
発
行
の
容
易
化
。
た
と
え
ば
、
配
当
優
先
株
式
・
転
換
株
式
の
発
行
手
続
の
弾
力
化
、
配
当
優
先
株
式
に
優
先
配
当
の
欠
配
で
は
、
議

　
　
決
権
復
活
の
規
定
設
置
な
ど
。
き
わ
め
て
詳
細
な
配
慮
規
定
の
新
設
。
し
か
し
一
時
的
政
策
的
利
害
調
整
的
で
そ
の
本
質
は
P

　
　
　
②
利
益
お
よ
び
準
備
金
の
資
本
組
入
に
関
す
る
規
定
と
株
式
分
割
に
関
す
る
規
定
に
整
備
・
統
合
。
旧
来
の
株
式
配
当
と
無
償
交
付
の
本
質
は
、
利

　
　
益
も
し
く
は
準
備
金
の
資
本
組
入
に
も
と
つ
く
「
株
式
分
割
」
と
す
る
学
説
に
よ
る
改
正
立
法
と
な
っ
た
。

　
　
　
な
お
、
券
面
額
（
額
面
額
）
の
読
替
え
な
ど
、
株
式
分
割
な
ど
関
連
手
続
規
定
の
整
備
。

　
　
　
③
株
券
記
載
事
項
の
合
理
化
。

　
　
　
④
定
款
に
よ
る
端
株
券
の
不
発
行
。

　
　
　
⑤
閉
鎖
会
社
の
株
主
の
新
株
引
受
権
の
法
定
。

　
　
偶
利
益
準
備
金
の
積
立
基
準
の
強
化
。

　
　
ゆ
社
債
発
行
限
度
の
緩
和
。

　
　
　
な
ど
。

（
3
）
　
池
島
宏
幸
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
－
商
法
改
正
問
題
の
史
的
検
討
と
そ
の
拡
が
り
の
側
面
か
ら
一
』
日
本
評
論
社
（
一
九
八
四
年
）
（
以

　
　
下
、
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』
と
し
て
引
用
）
三
頁
、
五
頁
以
下
。
同
『
現
代
企
業
法
と
国
際
化
』
成
文
堂
（
一
九
九
〇
年
）
一
五
頁
以
下
な
ど
。
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（
4
∀
　
例
え
ば
一
例
と
し
て
、
筆
者
・
池
島
宏
幸
の
提
案
で
あ
る
「
第
五
の
里
…
船
』
本
稿
七
九
頁
注
（
3
）
参
照
一
筆
者
は
、
従
来
か
ら
、
鎖
国
時
代
の
臼

　
船
・
鎖
国
社
会
か
ら
「
富
国
・
強
兵
」
と
い
う
「
国
際
化
」
↓
「
①
ペ
リ
ー
の
黒
船
・
開
国
、
②
第
一
次
大
戦
、
③
三
〇
年
代
・
ウ
ォ
ー
ル
街
か
ら
の

　
影
響
、
④
四
五
年
敗
戦
、
」
に
続
く
、
「
国
際
化
」
の
｝
つ
の
ト
レ
ン
ド
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。

　
　
そ
の
よ
う
な
「
外
圧
」
（
後
述
七
六
頁
）
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
会
社
法
関
係
の
も
の
だ
け
で
、
商
事
法
務
ト
ピ
ッ
ク
「
日
米
構
造
問
題
協
議
と
会
社

　
法
の
見
直
し
　
　
　
日
米
構
造
問
題
協
議
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
会
合
　
　
　
」
商
事
法
務
一
二
几
六
号
（
一
九
九
二
年
）
四
四
頁
以
下
、
占
奪
修
…
「
会
社

　
法
改
正
作
業
の
現
況
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
＝
兀
九
号
（
一
兀
九
二
年
）
一
二
頁
以
ド
等
の
一
連
の
資
料
に
よ
っ
て
も
、
時
代
の
動
態
的
影
響
を
ひ

　
し
ひ
し
と
感
ず
る
の
は
筆
者
の
み
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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一

一
九
九
三
年
（
平
五
）
改
正
の
三
つ
の
柱

　
ま
ず
、
本
一
九
九
三
年
（
平
五
）
改
正
法
は
、
と
く
に
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
（
同
法
施
行
は
九
三
年
一
〇
月
一
日

か
ら
）
。
な
お
本
改
正
法
の
国
会
附
帯
決
議
は
、
①
衆
議
院
（
六
項
目
↓
「
商
事
法
務
】
三
二
〇
号
九
三
頁
」
）
、
②
参
議
院
（
四
項
目
↓

「
同
一
三
二
三
号
三
九
頁
」
V
で
、
そ
れ
ぞ
れ
法
務
委
員
会
で
附
け
ら
れ
た
。
そ
の
清
水
湛
法
務
省
民
事
局
長
の
コ
メ
ン
ト
は
、
「
同
一

三
二
四
号
五
頁
以
ド
」
参
照
。

ω
株
主
（
と
く
に
少
数
株
主
）
に
よ
る
会
社
の
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
是
正
機
能
の
強
化
。

①
株
主
の
代
表
訴
訟
の
遂
行
容
易
化
（
二
六
七
条
、
同
条
第
四
項
）
。



　
株
主
の
代
表
訴
訟
の
訴
訟
の
目
的
の
価
額
を
九
五
万
円
と
み
な
し
た
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
申
立
て
手
数
料
を
財
産
上
の
請
求
で
な

い
場
合
の
訴
額
九
五
万
円
、
貼
用
（
ち
ょ
う
よ
う
）
印
紙
八
、
二
〇
〇
円
の
定
額
で
よ
い
と
す
る
立
法
に
よ
る
。

　
②
勝
訴
株
主
の
支
出
費
用
の
請
求
の
容
認
（
二
六
八
条
ノ
ニ
第
一
項
）
。

　
代
表
訴
訟
で
、
株
主
勝
訴
の
場
合
、
そ
の
勝
訴
す
る
た
め
に
、
支
出
し
た
費
用
（
例
え
ば
、
調
査
費
・
旅
費
・
測
量
費
等
V
も
相
当

額
、
の
支
払
い
を
会
社
に
請
求
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　
③
株
主
の
帳
簿
閲
覧
権
の
強
化
（
二
九
三
条
ノ
六
）
。

　
そ
の
持
株
要
件
を
、
発
行
済
株
式
総
数
の
一
〇
分
の
一
以
上
か
ら
、
一
〇
〇
分
の
三
以
上
に
引
き
下
げ
て
、
そ
の
行
使
要
件
を
緩
和

し
た
。

几九三年（平ID商法己父正の動態的研究

②
株
式
会
社
の
監
督
機
能
の
強
化
　
　
監
査
役
制
度
の
強
化
。

　
①
監
査
役
の
任
期
の
伸
長
（
二
七
三
条
）
。

　
②
大
会
社
（
商
特
法
三
条
以
下
）
の
監
査
役
の
増
員
（
同
一
八
条
第
一
項
前
段
）
、

度
（
同
一
八
条
の
二
第
一
項
）
の
新
設
。

社
外
監
査
役
（
同
上
一
項
後
段
）
と
監
査
役
会
制

③
社
債
制
度
の
全
面
的
見
直
し
（
二
九
七
条
以
下
の
社
債
規
定
の
大
部
分
と
担
保
附
社
債
信
託
法
の
改
正
）
。

　
従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
画
期
と
な
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
①
社
債
発
行
限
度
規
制
の
廃
止
。
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②
社
債
管
理
会
社
の
設
置
の
原
則
的
義
務
付
け
。

　
③
社
債
管
理
会
社
の
権
限
・
義
務
の
法
定
。

　
④
社
債
権
者
集
会
に
関
す
る
規
定
の
整
備
。

　
⑤
担
保
附
社
債
信
託
法
に
関
す
る
所
要
の
改
正
、
等
か
ら
な
る
。

　
つ
ま
り
、
社
債
制
度
整
備
（
二
九
七
条
以
下
）
等
　
　
と
く
に
、
社
債
管
理
会
社
（
二
九
七
条
）
の
新
設
導
入
に
よ
る
点
、
社
債
の

発
行
．
同
管
理
の
体
制
に
、
従
来
と
は
異
な
る
あ
る
意
味
で
公
共
的
政
策
の
導
入
を
、
商
法
的
レ
ベ
ル
で
私
的
手
法
で
導
入
さ
れ
た
と

い
え
る
。
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こ
れ
ら
の
諸
点
に
は
、
日
米
構
造
協
議
と
い
う
一
連
の
「
外
圧
」
に
よ
る
改
正
点
の
顕
在
化
が
み
ら
れ
る
。
「
黒
船
効
果
に
よ
る
近
代

化
」
と
評
し
う
る
。

　
詳
し
く
は
、
清
水
　
湛
「
改
正
商
法
の
成
立
と
今
後
の
課
題
」
と
吉
戒
修
］
「
平
成
五
年
商
法
改
正
法
の
解
説
〔
1
〕
」
商
事
法
務
一

三
一
五
号
（
九
三
年
六
月
二
五
日
号
）
以
降
～
同
〔
1
2
・
完
〕
↓
三
六
六
号
（
九
三
年
一
一
月
五
日
号
）
等
、
そ
の
他
、
商
事
法
務
等

に
多
数
の
論
文
（
例
え
ば
、
立
法
論
的
視
点
の
積
年
の
辛
口
の
学
識
論
稿
と
し
て
、
田
中
誠
二
「
平
成
五
年
商
法
改
正
法
管
見
」
同
一

三
三
六
号
（
】
九
九
三
年
）
二
頁
以
下
。
）
・
文
献
・
資
料
が
あ
る
。

二
　
株
主
権
強
化
の
改
善
策
の
改
正



一九九三年（平h．）商法改正の重力態的研究

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
代
商
法
1
1
企
業
法
と
い
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
前
掲
三
つ
の
柱
を
順
次
、
動
態
的
な
側
面
に
つ
き
、
検
討

す
る
。

　
ま
ず
、
株
主
権
の
強
化
策
と
し
て
は
、
会
社
経
営
の
株
主
に
よ
る
監
督
是
正
機
能
に
つ
き
、
一
九
五
か
年
（
昭
二
五
）
商
法
大
改
正

で
、
ア
メ
リ
カ
的
株
式
会
社
の
「
民
主
主
義
」
と
さ
れ
る
多
数
決
原
理
と
少
数
意
見
尊
重
原
理
と
の
対
比
・
対
応
の
必
要
性
か
ら
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
∀

数
株
主
権
が
大
幅
に
強
化
・
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
四
〇
年
余
の
連
続
改
正
で
も
、
そ
の
視
点
は
、
後
退
こ
そ
す
れ
、
一
部
五
〇

年
大
改
正
の
ア
メ
リ
カ
的
民
主
主
義
の
先
進
的
な
P
「
サ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
含
有
す
る
条
文
（
例
え
ば
、
累
積
投
票
一
定
款
に
よ
る

原
則
的
定
款
排
除
容
認
改
正
　
　
現
二
五
六
条
ノ
三
の
歯
止
め
に
よ
る
死
文
化
　
　
定
款
に
よ
る
相
対
的
排
除
の
可
能
性
は
、
あ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
安
楽
死
に
よ
っ
て
）
は
、
株
式
会
社
の
「
民
主
主
義
」
の
凍
結
を
結
果
し
て
き
た
。

　
戦
後
四
〇
御
斎
に
「
民
主
主
義
」
に
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
的
な
少
数
意
見
に
よ
る
会
社
経
営
是
正
の
方
策
に
は
、
日
本
的
に
も
、
な
ん

ら
の
改
善
強
化
策
が
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
い
な
む
し
ろ
、
日
本
的
経
済
発
展
の
優
先
に
、
先
ず
も
っ
て
専
念
し
て
き
た
こ
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
∀

戦
後
改
正
の
軌
跡
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
日
米
構
造
協
議
（
S
I
I
）
と
い
う
方
式
に
よ
る
日
米
の
合
意
形
成
・
交
渉
に
い
た
る
近
時

の
ア
メ
リ
カ
側
の
苛
立
ち
が
推
測
さ
れ
る
。

　
と
く
に
八
○
年
代
以
降
そ
の
「
民
主
主
義
」
を
焦
点
と
し
て
、
折
し
も
、
S
I
I
が
、
】
九
八
九
年
（
平
元
）
か
ら
一
九
九
〇
年
（
平

二
）
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
三
年
（
平
五
）
ま
で
の
問
に
そ
の
内
容
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
＞

　
ア
メ
リ
カ
側
の
「
株
主
の
権
利
の
拡
大
の
具
体
的
方
策
」
六
項
目
の
提
案
は
、
「
①
代
表
訴
訟
の
容
易
化
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度

の
導
入
」
、
「
②
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
制
度
の
改
善
　
　
閲
覧
拒
否
事
由
に
一
層
の
明
確
化
等
」
、
「
③
株
主
に
よ
る
帳
簿
閲
覧
の
不
当

拒
否
に
対
す
る
罰
則
の
強
化
」
、
「
④
累
積
投
票
制
度
の
強
化
的
保
障
」
、
「
⑤
社
外
重
役
制
度
、
監
査
委
員
会
制
度
の
導
入
」
、
「
⑥
議
決
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（
5
）

権
の
代
理
行
使
の
際
に
お
け
る
投
票
権
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

　
改
正
審
議
の
検
討
可
能
の
対
象
と
さ
れ
た
項
目
中
で
、
①
の
前
半
、
②
、
⑤
が
、
下
記
の
改
正
二
項
目
と
、

期
の
伸
長
、
大
会
社
へ
の
監
査
役
会
の
法
定
等
に
反
映
さ
せ
た
改
正
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
他
、
監
査
役
の
任

78

　
1
．
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
改
善
の
改
正

　
株
主
代
表
訴
訟
に
つ
い
て
、
①
二
六
七
条
に
、
第
四
項
を
追
加
し
て
、
こ
の
訴
え
は
、
「
訴
訟
ノ
目
的
ノ
価
額
ノ
算
定
肌
付
テ
ハ
財
産

権
上
ノ
請
求
二
非
ザ
ル
請
求
二
係
ル
訴
ト
見
倣
ス
」
と
規
定
し
、
②
原
告
株
主
が
勝
訴
の
場
合
は
、
会
社
に
対
し
て
弁
護
士
報
酬
の
範

囲
内
で
相
当
な
額
の
支
払
を
請
求
で
き
、
さ
ら
に
「
其
ノ
訴
訟
ヲ
行
フ
ニ
必
要
ト
認
ム
ベ
キ
費
用
ニ
シ
テ
訴
訟
費
用
二
非
ザ
ル
モ
ノ
ヲ

支
出
シ
タ
ル
ト
キ
…
ハ
其
ノ
費
用
ノ
額
ノ
範
囲
内
…
二
於
テ
相
当
ナ
ル
額
ノ
支
払
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
る
と
規
定
し
た
。

　
「
代
表
訴
訟
」
の
「
訴
訟
の
目
的
物
の
価
格
」
（
訴
額
）
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
請
求
額
を
訴
額
と
す
る
説
に
対
し
て
、
代
表
訴
訟
に

よ
る
受
益
は
算
定
困
難
と
し
て
、
民
訴
費
用
法
四
条
二
項
を
類
推
し
、
訴
額
を
九
五
万
円
と
み
な
す
説
が
あ
っ
た
。
九
三
年
改
正
は
、

後
説
を
前
述
の
よ
う
に
第
四
項
と
し
て
明
文
化
し
た
。
従
っ
て
、
代
表
訴
訟
提
起
の
手
数
料
は
、
一
律
八
、
二
〇
〇
円
と
さ
れ
た
（
民

訴
費
用
法
四
条
二
項
、
三
条
一
項
）
。

　
右
の
改
正
に
よ
っ
て
、
株
主
の
代
表
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
の
多
額
の
費
用
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
て
、
株
主
権
の
強
化
が
図
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
そ
の
運
用
で
、
濫
訴
の
危
険
が
、
実
務
界
で
は
、
喧
騒
さ
れ
、
株
式
会
社
等
の
取
締
役
等
の
重
役
保
険
（
損
害
賠
償
責
任
保
険
　
　
D
＆

0
保
険
）
の
加
入
の
勧
誘
を
、
ア
メ
リ
カ
並
み
に
と
い
う
動
向
が
生
起
し
て
い
る
。
取
締
役
の
選
任
と
そ
の
任
用
契
約
と
、
ど
の
よ
う



一，し九三年（平五）商法改正の動態的研究

に
関
連
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
（
保
険
料
の
掛
金
問
題
等
）
。

　
2
．
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
（
二
九
三
条
ノ
六
第
一
項
）

　
株
主
の
帳
簿
閲
覧
権
（
二
九
三
条
ノ
六
第
一
項
）
の
持
株
要
件
を
発
行
済
株
式
総
数
の
一
〇
〇
分
の
三
以
上
に
引
き
下
げ
（
緩
和
し
）

た
。　

し
か
し
、
他
の
少
数
株
主
権
の
よ
う
に
、
株
式
の
保
有
期
間
の
制
限
（
た
と
え
ば
六
月
前
よ
り
引
き
続
き
と
か
）
と
そ
の
他
の
要
件

を
付
加
し
な
か
っ
た
。
企
業
の
情
報
公
開
（
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
）
強
化
の
方
向
は
、
今
後
の
進
展
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
株
主
権
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
沿
革
的
に
は
、
ピ
ケ
ン
ズ
・
ケ
ー
ス
と
か
S
I
I
（
前
述
七
七
頁
）
と
も
に
、
日
米
関
係
を
微
妙
に

反
映
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
五
〇
年
大
改
正
で
、
株
主
権
強
化
と
し
て
、
膏
土
。
三
日
閃
巳
Φ
と
雪
目
。
「
凶
な
牢
。
話
〇
二
〇
口
力
仁
一
Φ
の
対
比
の
必
要
性
か
ら
、
株
・
モ
の
共
益
権
に
つ
い

　
　
　
て
の
単
独
株
主
権
に
対
す
る
①
少
数
株
主
権
、
②
累
積
投
票
権
、
③
差
止
め
請
求
権
、
④
代
表
訴
訟
等
の
新
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
池
島
宏
幸
『
商
法

　
　
　
学
の
現
代
的
課
題
－
社
会
科
学
と
し
て
の
商
法
学
1
』
敬
文
堂
（
一
九
七
三
年
一
月
）
三
四
頁
。
同
・
前
掲
書
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』

　
　
　
六
七
頁
等
。

　
（
2
）
　
池
島
・
前
掲
書
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』
九
六
頁
等
。

　
（
3
）
　
池
島
宏
幸
「
日
米
経
済
摩
擦
は
、
第
五
の
黒
船
襲
来
P
」
法
と
民
主
・
上
義
二
五
七
号
＋
二
五
八
号
（
一
九
九
一
年
）
、
同
「
法
・
権
利
主
体
論
の
展
開

　
　
　
に
つ
い
て
1
消
費
者
権
か
ら
生
活
者
権
の
確
立
へ
」
『
国
際
化
時
代
の
独
占
禁
止
法
の
課
題
』
（
正
田
還
暦
記
念
論
文
集
、
目
本
評
論
社
、
一
九
九
三

　
　
　
年
）
所
掲
三
七
六
頁
。

　
（
4
）
　
元
木
伸
『
平
成
五
年
改
正
会
社
法
の
解
説
』
中
央
経
済
社
（
平
五
年
七
月
）
七
頁
、
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（
5
V
　
元
木
・
前
掲
書
同
頁
。

（
6
）
　
岩
原
紳
作
他
「
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
改
善
と
今
後
の
問
題
点
」
商
事
法
務
一
三
二
九
号
二
九
九
三
年
V
四
頁
以
下
、
竹
内
昭
夫
「
株
・
王
代
表
訴

　
　
訟
の
活
用
と
濫
用
防
止
」
商
事
法
務
同
号
三
四
頁
以
下
。

（
7
）
　
筆
者
池
島
は
、
「
倒
産
保
険
」
「
事
故
保
険
」
に
よ
る
経
営
者
責
任
の
カ
バ
ー
問
題
は
、
経
営
者
責
任
の
転
嫁
で
あ
り
、
少
く
と
も
軽
減
化
の
一
つ
の

　
　
趨
勢
は
如
何
が
か
と
、
取
締
役
責
任
論
の
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
・
発
芸
．
口
（
一
九
七
九
年
）
、
私
法
学
会
機
関
誌
『
私
法
』
四
二
号
＝
七
頁

　
　
以
下
。
池
島
・
前
掲
書
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』
一
九
一
頁
所
掲
。
　
な
お
、
「
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
」
（
平
成
五
年
一
二

　
　
月
二
四
日
大
蔵
大
臣
認
可
）
、
こ
の
日
本
語
約
款
は
損
保
会
社
四
三
（
三
井
海
上
、
＞
a
保
険
、
東
京
海
上
火
災
保
険
、
日
本
火
災
海
上
保
険
）
に
よ
る

　
　
も
の
。
商
事
法
務
＝
二
四
三
号
（
一
九
九
四
年
）
九
四
頁
。

（
8
）
　
ピ
ケ
ン
ズ
事
件
等
】
連
の
対
外
国
人
と
の
、
日
本
会
社
法
レ
ベ
ル
で
の
争
訟
事
件
を
参
照
。

　
　
　
（
ニ
ュ
ー
ス
）
「
東
京
地
裁
、
ブ
ー
ン
社
の
会
計
帳
簿
等
閲
覧
等
申
請
を
却
下
」
商
事
法
務
＝
八
七
号
等
～

　
　
　
神
谷
光
弘
「
ピ
ケ
ン
ズ
ー
小
糸
事
件
に
お
け
る
法
的
諸
問
題
の
検
討
〔
上
〕
」
商
事
法
務
一
二
五
八
号
～
等
。

　
　
　
ピ
ケ
ン
ズ
・
ケ
ー
ス
ー
九
〇
（
平
二
）
・
七
・
二
八
（
土
）
九
時
三
〇
分
N
H
K
・
T
V
ス
ペ
シ
ャ
ル
〔
再
〕
「
日
本
株
式
会
社
へ
の
挑
戦
状
・
ピ

　
　
ケ
ン
ズ
・
小
糸
の
攻
防
五
〇
〇
日
」
ー
ー
商
法
改
正
が
筆
頭
大
株
主
の
要
求
の
歯
止
め
と
な
っ
た
具
体
的
事
例
　
　
累
積
投
票
の
定
款
に
よ
る
排
除
（
二

　
　
五
山
ハ
条
ノ
一
二
第
一
項
）
。

　
　
　
小
松
製
作
所
－
異
例
の
通
訳
同
行
－
株
二
割
強
を
買
い
集
め
た
ピ
ケ
ン
ズ
氏
の
動
き
も
注
目
さ
れ
た
。
日
経
新
聞
八
九
・
六
・
二
五
。
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三
　
株
式
会
社
の
監
督
機
能
の
強
化
を
目
的
と
す
る
改
正

監
査
役
制
度
関
連
項
目

企
業
社
会
で
の
「
民
営
化
」
の
典
型
形
態
の
株
式
会
社
の
「
民
主
主
義
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
の
当
面
の
監
査
・
監
督
機
能
強
化
（
業
務
・
会
計
か
ら
「
第
三
の
監
査
」

に
つ
い
て
は
、
二
一
世
紀
で
の
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

地
球
環
境
の
監
査
へ
）

へ
の
一
つ
の
受



け
皿
の
構
築
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一一 繼緕O年（平五．）商法改【Eの動態的研究

ω
　
大
中
小
の
各
全
株
式
会
社
に
適
用
項
目
。

　
①
「
監
査
役
の
任
期
」
を
「
三
年
」
に
伸
長
し
た
（
大
中
小
の
全
株
式
会
社
に
適
用
）
。

　
旧
二
七
三
条
一
項
の
監
査
役
の
任
期
が
、
二
年
で
あ
っ
た
も
の
を
、
「
三
年
」
に
伸
長
し
た
（
同
条
）
。

　
沿
革
的
に
は
、
現
行
商
法
典
と
し
て
制
定
さ
れ
た
当
初
の
一
八
九
九
年
（
明
三
二
V
商
法
で
は
、
取
締
役
の
任
期
三
年
に
対
し
、
監

査
役
の
任
期
は
、
一
年
と
さ
れ
た
が
、
一
九
二
年
（
明
四
四
）
改
正
で
二
年
に
伸
長
さ
れ
た
が
、
ま
た
さ
ら
に
戦
後
一
九
五
〇
年
（
昭

二
五
）
大
改
正
で
、
取
締
役
の
任
期
が
二
年
に
短
縮
し
た
の
で
、
監
査
役
の
任
期
は
、
会
計
監
査
役
と
し
て
、
一
年
に
短
縮
、
一
九
七

四
年
（
昭
四
九
）
改
正
で
や
っ
と
、
監
査
役
に
業
務
監
査
権
が
復
活
し
て
、
取
締
役
と
「
横
な
ら
び
」
で
二
年
と
な
っ
た
（
二
五
六
条

参
照
）
。

　
そ
の
後
、
会
社
の
監
査
機
関
と
し
て
の
地
位
の
保
障
の
要
請
か
ら
、
任
期
は
取
締
役
よ
り
相
対
的
に
長
く
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た

の
が
今
回
の
改
正
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
閑
散
役
」
に
あ
ら
ざ
る
強
力
な
監
査
役
の
地
位
の
向
上
が
期
待
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
従
来
と
同
様
、
再
任
は
可
能
だ
が
、
取
締
役
の
任
期
の
短
縮
の
可
能
に
対
し
て
、
監
査
役
の
任
期
の
伸
長
お
よ
び
短
縮
と
も
に
ゆ
る

さ
れ
な
い
。

②
　
大
会
社
に
限
定
関
連
の
改
正
項
目
。

　
①
大
会
社
（
商
法
特
例
法
　
　
以
下
、

商
特
法
第
二
章
の
対
象
と
す
る
「
資
本
金
額
五
億
円
以
上
ま
た
は
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
負
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債
の
部
に
計
上
し
た
金
額
の
合
計
額
が
二
〇
〇
億
円
以
上
の
株
式
会
社
」
　
　
商
特
法
の
大
会
社
）
に
限
定
し
て
、
改
正
さ
れ
た
。

　
②
監
査
役
の
増
員
の
改
正

　
監
査
役
の
員
数
は
、
従
来
の
二
人
以
上
か
ら
三
人
以
上
に
増
員
さ
れ
た
（
商
特
法
一
八
条
一
項
）
。

　
大
会
社
の
監
査
役
の
数
を
、
三
人
以
上
へ
増
員
し
た
こ
と
に
よ
り
、
連
動
的
に
「
社
外
監
査
役
」
の
強
制
の
導
入
、
「
監
査
役
会
」
の

法
制
化
が
、
結
果
的
に
実
現
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
こ
の
二
つ
の
改
正
立
法
に
よ
る
制
度
化
は
、
日
米
構
造
協
議
（
S
I
I
）
で
の
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
よ
る
こ
と
は
、
前
述
の
ご
と
く

で
あ
る
。

　
③
社
外
監
査
役
の
新
設

　
監
査
役
は
、
旧
雪
面
法
で
は
二
人
以
上
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
新
商
特
法
一
八
条
一
項
は
、
「
三
人
以
上
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
以
上

は
、
そ
の
就
任
の
前
五
年
問
会
社
ま
た
は
、
そ
の
子
会
社
の
取
締
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
で
な
か
っ
た
者
」
と
改
正
し
て
、

社
外
監
査
役
を
新
設
し
た
。

　
S
I
I
で
の
ア
メ
リ
カ
の
提
案
は
、
社
外
重
役
制
度
（
と
く
に
社
外
取
締
役
）
の
導
入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
的
対
応
と
し
て
、

実
務
の
現
状
と
し
て
は
当
面
は
、
大
会
社
に
、
社
外
監
査
役
の
新
設
と
な
り
、
後
述
の
監
査
役
会
設
置
が
連
動
す
る
。

　
④
監
査
役
会
の
新
設
・
法
認

　
大
会
社
に
は
、
監
査
役
全
員
で
、
合
議
体
と
し
て
運
営
さ
れ
る
監
査
役
会
を
組
織
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
愚
慮
法
一
八
条
の
胡
乱
一

項
）
。

　
⑤
監
査
制
度
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一九九三年（平五）商法改止の動態的研究

　
一
九
九
三
年
（
平
五
）
改
正
法
に
よ
っ
て
、
株
式
会
社
の
監
査
制
度
は
、
監
査
役
の
任
期
を
二
年
か
ら
三
年
に
伸
長
す
る
と
と
も
に
、

と
く
に
大
会
社
に
つ
い
て
は
、
三
人
以
上
の
監
査
役
の
必
要
か
つ
常
置
の
機
関
と
し
て
強
制
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
以
上
は
、
社
外
監

査
役
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
全
員
で
組
織
す
る
監
査
役
会
制
度
の
設
置
（
商
特
法
一
八
条
の
二
三
一
項
）
を
導
入
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
従
来
の
監
査
役
の
多
く
の
権
限
が
監
査
役
会
へ
移
管
さ
れ
た
。

　
そ
の
た
め
に
、
株
式
会
社
の
監
査
役
の
職
務
・
権
限
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
会
社
の
規
模
（
大
中
小
の
各
会
社
）
に
よ
る
相
違
に
よ

り
、
か
な
り
複
雑
と
な
っ
た
。

　
監
査
役
会
は
、
「
こ
の
法
律
に
定
め
る
権
限
を
有
す
る
ほ
か
、
そ
の
決
議
を
も
っ
て
、
監
査
の
方
針
、
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況

の
調
査
の
方
法
そ
の
他
の
監
査
役
の
職
務
の
執
行
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
商
特
法
一
八
条
の
二
恩
二
項
）
。

　
監
査
役
会
の
新
設
に
よ
る
権
限
は
、
「
監
査
役
の
報
告
を
受
け
る
権
限
」
（
雪
避
法
一
四
条
第
一
項
V
と
上
記
商
特
法
一
八
条
の
二
第

二
項
の
「
監
査
方
針
等
の
決
定
権
限
」
に
限
ら
れ
る
。

　
（
1
）
　
「
株
式
会
社
監
査
制
度
の
現
状
と
課
題
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
池
島
宏
幸
参
加
発
言
）
『
私
法
』
五
五
号
（
一
九
九
三
年
）
。

　
　
　
監
査
役
の
「
監
査
」
を
業
務
、
会
計
さ
ら
に
、
第
三
の
監
査
と
し
て
「
地
球
環
境
」
監
査
を
目
指
す
べ
し
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
言
し
た
。

　
（
2
）
　
S
I
I
は
、
日
米
構
造
（
問
題
）
協
議
（
Q
。
賃
ロ
2
霞
巴
一
ヨ
需
9
∋
Φ
コ
ニ
コ
三
国
鉱
く
①
1
直
訳
は
米
国
側
の
対
日
本
心
情
を
示
す
↓
構
造
障
壁
協
議
と

　
　
　
す
べ
し
と
言
わ
れ
る
、
日
本
側
に
は
参
入
「
障
壁
」
（
一
∋
層
①
島
∋
Φ
面
こ
は
存
在
せ
ず
、
日
本
語
翻
訳
文
で
は
「
問
題
」
（
「
「
o
巨
。
∋
）
と
譲
歩
さ
せ
た
1

　
　
　
日
本
外
務
省
）
。
池
島
宏
幸
「
日
米
経
済
摩
擦
は
、
第
五
の
黒
船
襲
来
P
」
法
と
民
・
E
主
義
二
五
七
号
＋
二
五
八
号
（
一
九
九
一
年
）
。

四
　
社
債
法
制
の
全
面
的
見
直
し
改
正
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従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
て
、
前
回
の
九
〇
年
（
平
二
）
改
正
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
改
正
項
目
「
社
債
発
行
限
度
の
緩
和
な
ど
」

は
、
前
述
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
は
、
そ
れ
ら
の
「
社
債
発
行
限
度
枠
」
問
題
を
一
掃
し
て
、
社
債
法
の
一
回
忌
発
行
規
制
緩
和
改

　
　
　
　
　
　
（
1
）

正
に
よ
る
「
自
由
化
」
に
つ
い
て
、
そ
の
一
つ
の
画
期
と
な
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　
す
な
わ
ち
、

　
①
社
債
発
行
限
度
枠
規
制
の
撤
廃
（
旧
二
九
七
条
削
除
・
全
面
改
正
）
と
同
時
に
、

　
基
本
的
に
、
社
債
法
制
を
、
従
来
の
「
連
続
改
正
」
で
あ
っ
た
「
建
て
増
し
・
改
築
」
方
式
の
「
一
部
改
正
」
で
は
な
く
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
②
原
則
的
に
「
社
債
管
理
会
社
の
設
置
」
を
強
制
的
に
義
務
付
け
た
（
新
二
九
七
条
）
。
た
だ
し
各
社
債
の
最
低
金
額
が
一
億
円
以
上

の
場
合
（
大
口
投
資
家
の
み
）
、
ま
た
は
各
社
債
の
最
低
金
額
で
社
債
の
総
額
を
割
っ
た
場
合
の
数
が
五
〇
に
達
し
な
い
場
合
（
証
取
法

の
「
私
募
」
、
同
法
二
条
三
項
）
は
、
管
理
会
社
の
設
置
は
任
意
で
あ
る
（
新
二
九
七
条
但
書
）
。

　
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
ラ
（
事
業
の
再
構
築
）
的
に
「
改
築
・
地
均
し
・
新
築
」
方
式
を
改
め
て
、
「
全
面
的
抜
本
改
正
」
が
な
さ
れ
た

訳
で
あ
る
。

　
③
社
債
管
理
会
社
の
権
限
・
義
務
の
法
定
（
二
九
七
条
ノ
ニ
以
下
）
。

　
④
社
債
権
者
集
会
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
三
〇
九
条
ノ
ニ
以
下
新
設
条
文
参
照
）
。

　
⑤
担
保
附
社
債
信
託
法
に
関
す
る
所
要
の
改
正
（
同
法
の
規
定
が
商
法
へ
移
行
さ
れ
、
基
本
法
化
さ
れ
た
　
　
た
と
え
ば
、
担
信
法

四
四
条
以
下
削
除
、
内
容
的
に
移
行
）
、
等
か
ら
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

　
つ
ま
り
、
社
債
法
制
度
整
備
（
二
九
七
条
以
下
）
等
　
　
と
く
に
、
社
債
管
理
会
社
の
新
設
導
入
に
よ
る
点
、
社
債
の
発
行
・
同
管

理
の
体
制
に
、
あ
る
意
味
で
特
別
法
的
公
共
的
（
公
的
）
政
策
の
導
入
を
、
商
法
的
レ
ベ
ル
で
私
的
手
法
で
導
入
さ
れ
た
と
い
え
る
。
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（
1
）
　
池
島
・
前
掲
書
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』
三
頁
、
五
頁
以
下
。
と
く
に
一
四
】
頁
以
下
、
「
第
m
部
　
会
社
法
全
面
改
正
の
提
案
と
そ
の
変
容

　
第
三
章
　
会
社
法
全
面
改
正
と
社
債
法
の
新
た
な
動
向
」
に
詳
述
し
て
あ
る
。

　
　
同
・
前
掲
書
『
現
代
企
業
法
と
国
際
化
』
二
四
七
頁
以
下
「
企
業
資
金
調
達
法
の
現
代
化
の
側
面
　
　
と
く
に
社
債
法
」
。
九
〇
年
（
平
二
）
改
正
に

　
　
つ
い
て
は
、
同
・
前
掲
「
一
九
九
〇
年
（
平
二
）
『
商
法
等
改
正
法
』
の
動
態
的
研
究
」
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
四
三
号
一
〇
四
頁
以
下
。

（
2
）
　
、
兀
木
伸
・
前
掲
書
一
四
九
頁
以
下
。

（
3
）
　
従
前
の
管
理
会
社
に
は
、
複
数
設
置
の
慣
例
の
見
直
し
が
結
果
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
さ
く
ら
銀
行
が
、
単
独
で
、
受
託
銀
行
と
し
て
一
本
の
「
社

　
債
管
理
会
社
」
と
な
る
。
日
経
新
聞
九
三
・
一
二
・
六
。

　
　
こ
れ
は
、
金
融
資
本
の
集
中
集
約
化
と
し
て
、
「
リ
ス
ト
ラ
体
制
」
の
一
環
で
も
あ
る
。

五
　
今
九
四
年
（
平
六
）
以
降
の
改
正
の
課
題

一．一 繼緕O年（平五）商法改正の動態的研究

　
も
っ
と
も
本
年
一
九
九
四
年
（
平
六
）
商
法
改
正
の
最
重
要
課
題
と
し
て
、
自
己
株
（
二
一
〇
条
）
緩
和
な
い
し
無
制
限
化
（
自
社

株
買
い
）
が
、
検
討
課
題
と
し
て
経
済
界
か
ら
の
強
い
要
請
で
、
法
務
省
は
そ
の
方
向
を
学
会
と
と
も
に
模
索
中
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
昨
九
二
年
秋
の
私
法
学
会
の
折
に
は
、
筆
者
も
出
席
・
発
言
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
部
会
で
も
、
消
極
論
が
多
数
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
た
。
私
も
二
一
〇
条
の
緩
和
は
、
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
の
ふ
た
を
開
く
所
業
に
も
当
た
る
と
も
評
し
て
き
た
。

　
つ
ま
り
株
価
低
迷
・
景
気
不
況
の
折
、
株
式
会
社
四
〇
〇
年
の
成
果
で
あ
る
二
一
〇
条
を
、
簡
単
に
無
制
約
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

株
式
投
機
の
「
危
険
な
」
法
に
よ
る
認
知
に
も
当
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
い
わ
ゆ
る
閉
鎖
会
社
お
よ
び
従
業
員
持
株
二
等
の
問
題
に
は
、
実
質
的
に
自
己
株
保
有
会
と
し
て
の
機
能
問
題
が
、
二
↓
○
条
へ
の

連
動
性
（
系
列
支
配
P
）
を
も
つ
点
は
、
と
く
に
要
注
意
で
あ
る
。
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（
3
）

最
近
の
不
況
下
で
、
投
資
単
位
の
縮
小
・
引
き
下
げ
へ
二
、
○
○
○
株
単
位
か
ら
一
〇
〇
株
単
位
へ
）
、
「
一
万
円
」

の
流
行
（
東
証
）
と
そ
の
行
政
指
導
の
方
向
（
大
蔵
省
）
は
、
気
に
な
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
一
九
九
二
年
（
平
四
）
七
月
設
置
の
「
証
券
取
引
監
視
委
員
会
」
に
、
未
だ
米
S
E
C
並
み
の
期
待
は
で
き
な
い
。

の
株
式
投
資

86

（
1
）
　
池
島
・
前
掲
書
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』
二
五
三
頁
。

（
2
）
　
同
・
前
掲
書
『
大
企
業
支
配
体
制
の
法
構
造
』
二
四
〇
頁
以
下
。

（
3
）
　
た
と
え
ば
、
「
山
一
、
一
万
。
山
一
で
一
万
円
か
ら
株
式
投
資
。
」
の
新
聞
・
雑
誌
広
告
で
、
株
式
累
積
投
資
の
株
主
倶
楽
部
　
　
毎
月
毎
月
一
万
円

　
　
以
上
の
一
定
額
で
、
上
場
銘
柄
を
買
い
付
け
…
必
ず
約
款
の
内
容
を
ご
確
認
を
と
勧
め
て
い
る
。

（
4
）
　
「
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
」
は
、
国
家
行
政
組
織
法
三
条
に
よ
る
各
省
庁
か
ら
独
立
し
た
機
関
で
な
く
、
同
八
条
に
よ
る
八
条
委
員
会
で
、
大
蔵
大

　
　
臣
の
折
示
・
監
督
下
の
外
局
、
ア
メ
リ
カ
S
E
C
と
は
、
そ
の
独
立
性
が
弱
い
。
笹
正
雄
「
証
券
監
視
委
員
会
の
三
六
五
日
」
「
財
界
展
望
」
三
七
巻
九

　
　
硅
う
m
門
」
ハ
百
以
以
下
。

（
5
）
　
「
自
己
株
取
得
緩
和
問
題
」
は
、
そ
の
後
、
用
語
表
現
が
、
「
自
社
株
買
い
」
と
か
、
「
自
社
株
購
入
の
解
禁
」
と
変
更
・
変
貌
し
つ
つ
、
ま
た
も
経
済
・

　
　
財
政
政
策
の
流
動
性
に
対
応
し
て
、
財
界
・
実
務
界
主
導
の
商
法
改
正
提
案
と
な
り
つ
つ
、
強
引
に
ゴ
ー
ル
が
目
指
さ
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。

　
　
①
法
制
審
（
法
相
の
諮
問
機
関
）
は
、
企
業
に
よ
る
自
社
株
購
入
の
解
禁
に
向
け
て
、
目
口
体
策
の
骨
格
を
固
め
た
。
「
自
社
株
買
い
」
は
、
発
行
数
の

　
　
三
％
ヒ
限
に
、
消
却
な
ど
六
ヵ
月
内
と
す
る
方
向
。
市
場
か
ら
の
買
入
れ
方
式
、
情
報
開
．
小
（
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
）
の
義
務
づ
け
等
、
法
務
省
・

　
　
大
蔵
省
は
、
法
令
な
ど
の
「
ル
ー
ル
」
整
備
策
を
二
月
ま
で
に
ま
と
め
る
。

　
　
従
業
員
持
ち
株
間
へ
の
譲
渡
を
目
的
と
し
た
自
社
株
取
得
は
、
持
ち
株
会
の
定
期
的
な
株
式
取
得
が
、
株
価
変
動
要
因
の
問
題
を
解
消
す
る
狙
い
も

　
　
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
バ
ブ
ル
期
の
公
募
増
資
で
の
株
式
の
供
給
過
剰
を
「
株
式
消
却
」
（
幻
O
江
「
Φ
護
ソ
Φ
コ
け
O
噌
O
p
o
コ
O
㊦
＝
9
⊃
二
〇
コ
O
｛
Q
o
ケ
餌
「
①
o
自
）
に
よ
る
改

　
　
蕗
の
財
務
戦
略
の
一
環
と
す
る
。
ト
レ
ジ
ャ
リ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
（
貯
金
株
・
金
庫
株
）
、
役
員
向
け
の
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
や
従
業
員
持
ち
株
会
へ

　
　
連
動
さ
せ
て
、
「
隠
れ
た
る
株
主
」
の
増
加
（
安
定
株
主
工
作
の
一
環
）
と
も
な
る
。
日
経
新
聞
九
四
・
一
・
四
。

　
　
②
几
四
年
の
金
融
・
証
券
の
重
要
な
課
題
と
し
て
、
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
日
経
新
聞
九
四
・
一
・
五
。

　
　
③
自
社
株
買
い
ル
ー
ル
整
備
に
つ
い
て
、
「
株
価
操
作
の
例
外
」
の
明
文
化
で
、
大
蔵
省
は
、
実
業
界
・
法
務
省
の
板
挟
み
と
な
っ
て
い
る
。
日
経
新

　
　
聞
九
四
・
一
・
一
一
。



　
④
「
自
社
株
買
い
の
解
禁
」
の
予
定
と
し
て
は
、

前
掲
・
日
経
新
聞
九
四
・
一
・
四
～
五
。

本
九
四
年
一
二
月
通
常
国
会
へ
、
商
法
改
正
案
の
上
程
、
明
九
五
年
（
．
r
ヒ
）
春
国
会
で
成
立
へ
。

ま
と
め
に
か
え
て
　
　
世
紀
末
に
成
立
の
商
法
は
P

一ナし九三年（L円1．）商法改［Eの動態的研究

　
世
紀
末
前
後
の
九
三
年
改
正
法
で
は
、
成
立
し
た
改
正
法
の
適
用
・
運
用
（
現
実
へ
の
）
は
、
次
の
二
］
世
紀
を
目
指
し
て
い
る
点

で
、
今
回
九
三
年
の
改
正
は
、
二
一
世
紀
へ
の
適
用
を
予
定
す
る
本
質
を
も
っ
て
い
る
。

　
世
紀
末
体
制
の
一
環
と
し
て
の
今
商
法
改
正
は
、
適
用
対
象
の
実
体
で
あ
る
現
代
企
業
に
対
応
し
て
、
流
動
的
で
あ
り
、
戦
略
的
で

あ
る
。
反
面
、
信
頼
さ
れ
る
法
構
造
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
法
の
信
頼
性
、
保
守
的
不
動
性
を
も
も
っ
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
「
近
代
商
法
か
ら
現
代
商
法
へ
」
の
変
動
の
下
で
の
現
代
商
法
は
、
当
初
、
前
世
紀
末
の
一
八
九
九
年
（
明
三
二
）
に
、
ド
イ
ツ
法

に
よ
る
原
始
商
法
と
し
て
「
三
二
年
体
制
」
の
一
環
と
し
て
、
基
本
法
構
造
が
成
立
し
、
一
九
三
八
年
（
昭
＝
二
）
大
改
正
に
よ
る
ア

メ
リ
カ
法
の
戦
前
の
ド
イ
ツ
法
経
由
の
大
巾
な
継
受
と
そ
の
世
界
へ
の
波
及
と
と
も
に
、
昭
和
戦
後
、
一
九
五
〇
年
（
昭
二
五
）
大
改

正
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
大
幅
な
影
響
を
受
け
て
、
再
構
築
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
の
後
、
ほ
ぼ
五
〇
年
、
八
○
年
代
か
ら
の
世
界
的
リ
ス
ト
ラ
・
ブ
ー
ム
に
よ
る
再
構
築
の
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。　

二
一
世
紀
を
め
ざ
す
現
代
商
法
体
制
の
「
リ
ス
ト
ラ
」
と
連
動
す
る
法
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
実
体
は
、

何
か
P
　
明
治
商
法
体
制
の
一
環
で
あ
る
三
二
年
体
制
の
全
機
構
と
連
動
す
る
「
リ
ス
ト
ラ
」
体
制
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
て
、
た
と
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（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

え
ば
、
バ
ブ
ル
期
か
ら
リ
ス
ト
ラ
期
（
規
制
緩
和
期
　
　
実
質
は
従
前
と
は
異
な
る
別
途
の
規
制
へ
の
変
換
期
P
）
へ
と
、
世
界
的
背
景

の
も
と
、
商
法
、
企
業
法
、
株
式
会
社
法
、
独
占
禁
止
法
、
経
済
法
、
国
際
経
済
法
へ
の
拡
が
り
で
、
動
態
的
法
状
況
に
批
判
的
視
点

を
ふ
ま
え
て
、
①
伝
統
的
条
文
「
解
釈
企
業
法
学
」
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
現
実
の
紛
争
前
に
備
え
る
②
「
予
防
企
業
法
学
」
か
ら
、

一
＝
世
紀
地
球
規
模
の
③
「
戦
略
企
業
法
学
」
の
展
望
を
、
そ
の
今
後
の
動
向
を
見
極
め
、
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
（
1
∀
　
池
島
・
前
掲
書
『
商
法
学
の
現
代
的
課
題
』
と
く
に
四
一
頁
以
下
。
体
制
・
段
階
・
状
況
の
「
展
開
の
理
論
」
等
。

　
（
2
）
　
た
と
え
ば
、
株
式
会
社
法
の
歴
史
は
、
世
界
史
的
に
、
四
〇
〇
年
と
い
わ
れ
る
。
一
六
世
紀
以
降
の
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
バ
ブ
ル
事
件
に

　
　
　
も
比
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
3
）
　
た
と
え
ば
、
N
A
T
O
体
制
と
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
及
び
保
安
体
制
と
「
日
本
病
」
の
対
比
か
ら
も
、
E
C
か
ら
E
U
へ
、
N
A
F
T
A
と
A
S
E
A

　
　
　
N
か
ら
A
P
E
C
、
中
国
・
台
湾
・
韓
国
等
の
新
動
向
等
々
と
。

　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
第
三
の
企
業
監
査
は
、
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
↓
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
言
い
換
え
て
も
、
単
純
化
さ
れ
え
な
い
こ
と
・
問
題
解
消
化
さ

　
　
　
れ
え
な
い
こ
と
P
は
、
今
後
の
最
大
焦
点
と
な
ろ
う
。
企
業
法
問
題
、
法
的
価
値
基
準
に
よ
る
企
業
の
制
御
方
式
に
と
っ
て
も
、
最
大
関
心
と
な
り
、

　
　
　
そ
れ
こ
そ
二
一
世
紀
の
人
類
の
英
和
に
か
か
わ
る
。

　
　
　
　
欧
米
で
は
、
地
球
環
境
へ
の
貢
献
等
、
企
業
経
営
の
制
御
方
式
・
手
段
の
問
題
に
、
「
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
∩
o
「
℃
o
茜
8
0
0
＜
Φ
3
雪
8
）
」

　
　
　
の
リ
ス
ト
ラ
と
称
し
て
一
つ
の
方
向
が
浮
上
し
つ
つ
あ
る
P

　
　
　
　
例
え
ば
、
』
o
ぎ
国
．
勺
碧
匠
器
〇
三
〇
〇
「
O
o
「
讐
①
勺
○
≦
Φ
「
p
。
自
宗
Φ
ω
℃
o
コ
餓
σ
一
一
一
け
ざ
房
。
。
二
Φ
。
。
ヨ
9
Φ
弓
サ
①
o
蔓
。
｛
O
o
∋
℃
撃
鴇
ぴ
蝉
牽
Ω
胃
①
コ
α
o
コ

　
　
　
℃
お
ω
ω
．
O
×
h
o
巳
（
一
㊤
㊤
ω
）
．
等
。

追
記

　
本
稿
脱
稿
後
、

「
商
法
及
び
有
限
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
（
平
成
六
年
二
月
二
口
法
制
審
商
法
部
会
）
」
、
お
よ
び

「
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
（
和
文
約
款
）
の
認
可
」
が
、
商
事
法
務
＝
二
四
五
号
（
九
四
年
二
月
五
日
）
七
頁
以
下
に
公
表
さ
れ
た
。
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